
令和7年（2025年）3月26日

報道関係 各位

真庭市役所

令和7年3月31日よりマイナンバーカードを使って証明書の請求が可能になる「窓口証明書交付サ

ービス」が開始されます。コンビニ交付と同様の操作で、申請書を書く必要がなくなり、窓口時間も大

幅に減少するサービスです。

つきましては、取材くださいますようお願いいたします。

概要▶
1.開始日 令和7年3月31日（月）

2.設置場所 真庭市役所本庁舎 市民課（真庭市久世2927番地2）

※下記2拠点について現在導入準備中。順次導入予定。

落合振興局（真庭市落合垂水618番地）

美甘振興局（真庭市美甘4134番地）

3.利用時間 平日午前8時30分～午後5時15分

4.内容 コンビニ交付と同様の操作を行う端末を設置します。

本端末で操作に慣れていただき、コンビニ交付の利用促進も期待しています。

発行可能証明書はコンビニ交付と同じ住民票の写し、印鑑登録証明書、課税証明書です。

～マイナンバーカードでもっと便利に～

「らくらく窓口証明書交付サービス」開始
開始日▶ 令和7年3月31日（月）～

設置場所▶ 真庭市役所本庁舎 市民課

お問い合わせ先・発信元▶

市民課 （担当 貞廣・釜本）

TEL0867-42-1112


